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安全保障関連法案に対する緊急声明 
 

安倍政権が掲げる「積極的平和主義」は「戦争で平和を創る」ということであり、集団的自

衛権の行使を認めた安全保障関連法案は憲法違反であるということから、わたしたちは安全保

障関連法案の撤回・廃案を求めます。 
 
７月１６日、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法案が衆議院本会議にて可決さ

れた後、安倍総理大臣は「安全保障関連法案の可決は、日本を取り巻く安全保障環境が厳しい

中、日本国民の生命を護り、戦争を未然に防ぐために絶対必要である」と述べました。ありも

しない「敵」を想定し、ことさら「備えあれば憂いなし」を強調しています。しかし、わたし

たちが望むのは戦争でなく平和です。それは、平和的外交によって得られるものです。 
 
日本国憲法は、破壊的な戦争の反省によって作られた憲法であるとともに、この戦争によっ

て甚大な被害を受けた国内外の人々の尊い犠牲の上に作られた憲法です。特に日本国憲法第９

条は「武力による威嚇又は武力の行使の放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を定め、国内外で

平和憲法と認められています。この平和憲法があるからこそ、平和国家として信頼され、平和

的外交をすすめることができるのです。 
集団的自衛権の行使を認め、世界中の戦場へ自衛隊を派遣することは、多くの憲法学者も指

摘しているように明らかに日本国憲法第９条に違反しています。 
 
わたしたちは、「平和を実現する人は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」（マタイ

による福音書５章９節）との、聖書のみ言葉に生きる者です。戦争が平和を実現することは決

してありません。 
わたしたちは、安全保障関連法案の撤回・廃案を求めます。 
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